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頁 現行 改訂案 備考 

制-９ 

◆宅地の定義について追記 

宅地の定義において、

土地区画整理事業後も

宅地とみなさない土地

について記載を追加し

ます。 

第３章 定義 
第１節 開発行為の定義の解釈基準 
（定義） 
２ この基準における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法、宅地造成等規制法、道 
路法、下水道法及び消防法の例による。ただし、「宅地」については、次のいずれかに該当する土地を 
それとして扱うものとする。 
(6) 法第 29 条第１項第５号に該当する開発行為が行われた土地の区域で、土地区画整理法第 103 条 
第４項に規定する換地処分公告がなされた土地（当該処分公告がなされた際に、遊水池として利用 

されていた土地を除く。） 

第３章 定義 
第１節 開発行為の定義の解釈基準 
（定義） 
２ この基準における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法、宅地造成等規制法、道 
路法、下水道法及び消防法の例による。ただし、「宅地」については、次のいずれかに該当する土地を 
それとして扱うものとする。 
(6) 法第 29 条第１項第５号に該当する開発行為が行われた土地の区域で、土地区画整理法第 103 条 
第４項に規定する換地処分公告がなされた土地（当該処分公告がなされた際に、遊水池等として利用 
されていた土地を除く。） 

制-18 

◆形の変更適用除外について一部削除と追記 開発区域内に形の変更

がなく、形の変更が公

共施設管理者との協議

を行い、承認を受けて

行う工事であれば支障

がないため、第 12号の

一部を削除します。 

 

市街化調整区域内にお

ける、市街化を促進し

ない既存建築物の建替

えの緩和を目的に建築

基準法第 43条２項２号

の許可を受けるための

工事についての適用除

外規定（第 13号）を追

加します。 

第３章 定義 
第１節 開発行為の定義の解釈基準 
（形の変更の適用除外） 
６ ～（略）～ 
(12) 道路法第 24 条（道路管理者以外の者の行う工事）又は下水道法第 16 条（公共下水道管理者以
外の者の行う工事等）に規定する承認を受けて行われる工事であり、かつ、当該工事が承認を受け
た範囲内に収まっており、予定する建築物又は特定工作物の敷地において行われる盛土又は切土と
一連していない場合 
 

第３章 定義 
第１節 開発行為の定義の解釈基準 
（形の変更の適用除外） 
６ ～（略）～ 
(12) 道路法第 24 条（道路管理者以外の者の行う工事）又は下水道法第 16 条（公共下水道管理者以
外の者の行う工事等）に規定する承認を受けて行われる工事 

 
 
 
(13) 市街化調整区域内における、横浜市開発審査会提案基準第６号の対象となり、建築基準法第
43条２項２号の許可を受けるための空地を整備するために盛土又は切土を行う場合 

制-28 

◆開発区域の基準について緩和（自費工事部分）  開発区域内に形の変更

がなく、形の変更が公

共施設管理者との協議

を行い、承認を受けて

行う工事であれば支障

がないため、本項ただ

し書を削除します。 

第３章 定義 
第２節 開発区域の定義の解釈基準 

（開発区域に含まないことができる土地） 
３の２ 前項ただし書に規定する土地とは、次の各号に掲げる部分の土地とする。ただし、第２号の

道路の区域又は第３号の工事の部分の面積を除き開発区域の面積が 500 平方メートル未満となる場
合は、本項の基準を適用しない。（※ 第２号の道路の区域又は第３号の工事の部分の面積を含めて
も開発区域の面積が 500 平方メートル未満となる場合は、本項の基準を適用できます。） 

 

第３章 定義 
第２節 開発区域の定義の解釈基準 
（開発区域に含まないことができる土地） 

３の２ 前項ただし書に規定する土地とは、次の各号に掲げる部分の土地とする。 
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頁 現行 改訂案 備考 

手-
15、
16 

◆添付する証明書類等の修正を要する場合の取扱い追記 
◆申請者の資力及び信用に係る書類について、手引上の記載を修正  
◆工事施行者の工事施行能力に関する書類について、手引上の記載を修正 

施行同意証明書の修

正方法を追加しま

す。 第３章 開発許可の申請から完了公告までの手続 
第１節 許可申請から許可までの手続 
２ 許可申請に必要な図書等 
 
【添付する証明書類等の注意事項】 
・添付する証明書類等は、原本（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、
最新の内容であるもの）に限ります 

 

第３章 開発許可の申請から完了公告までの手続 
第１節 許可申請から許可までの手続 
２ 許可申請に必要な図書等 
 
【添付する証明書類等の注意事項】 
・添付する証明書類等は、原本（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、か
つ、最新の内容であるもの）に限ります。なお、施行同意証明書の誤字等、証明書類等
の記載事項に修正を要する場合には、当該証明書類等の作成主体による訂正印が必要で
す。 

 

 

８ 申
請
者
の
資
力
及
び
信
用
に
係
る
書
類 

９ 金融機関が発行する申請者の

預金残高証明書 

・ 成立１年未満の法人の場合又は自

己資金で申請に係る工事を施行する

場合に提出が必要です。（自己資金で

申請に係る工事を施行しない場合で

あっても、成立１年未満の法人の場

合は、提出が必要です。） 

 

 

10 金融機関等が発行する申請者

への融資証明書 

・ 借入金で申請に係る工事を施行す

る場合に提出が必要です。 

・ 融資元が金融機関でない場合は、

融資元の実印の押印が必要です。 

（略） 

 

 

 

工
事
施
行
者
の
工
事
施
行
能
力
に
関
す
る
書
類 

 

1（略） 

２ 工事施行者の法人の登記事項証明

書 

 

３ 建設業許可通知書の写し又は建設

業 

許可証明（確認）書の原本 

・原則として「土木工事業」の許可

を受けている必要があります。 

４ 国土交通省の建設業者・宅建業者

等 

企業情報検索システムにおいて申

請 

に係る工事施行者について建設業

者 

の詳細情報を印刷したもの 

・建設業許可証明（確認）書の原本

を提出している場合は不要です。 

５ (略) 
 

 

８ 申
請
者
の
資
力
及
び
信
用
に
係
る
書
類 

９ 金融機関が発行する申請者の

預金残高証明書 

・ 成立１年未満の法人の場合又は自

己資金で申請に係る工事を施行する

場合に提出が必要です。（自己資金で

申請に係る工事を施行しない場合で

あっても、成立１年未満の法人の場

合は、提出が必要です。） 

・真正性及び原本性確保の観点か

ら、直接の押印がされている紙媒体

に限ります。 

10 金融機関等が発行する申請者

への融資証明書 

・ 借入金で申請に係る工事を施行す

る場合に提出が必要です。 

・ 融資元が金融機関でない場合は、

融資元の実印の押印が必要です。 

・真正性及び原本性確保の観点か

ら、発行主体を問わず、直接の押印

がされている紙媒体に限ります。 

（略） 

工
事
施
行
者
の
工
事
施
行
能
力
に
関
す
る
書
類 

１（略） 

２ 国土交通省の建設業者・宅建業者

等 

企業情報検索システムにおいて申

請 

に係る工事施行者について建設業

者 

の詳細情報を印刷したもの 

 

 

 

・原則として「土木工事業」の許可

を受けている必要があります。 

・更新等により、最新の情報が未反

映の場合には、建設業許可通知書の

写し又は建設業許可証明（確認）書

の原本の提出が必要です。 

３ (略) 

 

 
 
 
 
 
 
 
運用の明確化のた
め、解説を追加しま
す。 
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頁 現行 改訂案 備考 

技-
8,9 

◆歩車道分離の道路の幅員について追記  
◆共同住宅に生活支援施設等を併設した場合の道路幅員の緩和 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敷地に接する道路が
歩車道の分離が必要
となる幅員において
は、歩道部分も含め
て幅員を判断するこ
ととなる記載を追加
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
生活支援施設等を含
む集合住宅等の増加
などの社会的情勢を
踏まえ、必要とする
公共施設に影響を及
ぼさない規模での限
定的な基準の緩和を
行います。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
１ 予定建築物又は特定工作物の敷地に接する道路の幅員（政令第 25 条第２号） 
【解説】 

１ 予定建築物等の敷地の接する道路は、単体の建築物を想定した場合の道路を規定する建築

基準法とは異なり、集団的な基盤施設としての道路の幅員が定められています（建築基準法

第 43条を上回る接道要件を課している。）。また、この道路は、災害の防止上又は通行の安全

上支障がないような規模及び構造で配置されなければなりませんので、車両の通行上支障が

ない道路の幅員として配置される必要があります。 

 

 

 

２ 人若しくは車等が出入りする道路は、政令第 25条第２号の規定が適用されますが、単なる

避難用の出口のみが接している等の道路は、政令第 25条第２号に規定する道路には該当しま

せん（(2)の２の解釈基準及び解説並びに(2)の３解釈基準による。）。 

なお、人若しくは車等が出入りしない道路であっても接続道路等との関係により、政令第 25

条第２号の規定が適用されます（(1)の参考図並びに(6)の２のエの参考図１、２、５及び６参

照）。 

３ 条例第 26 条第１項の規定（(3)の規定）により開発区域内に新たに配置する主要な道路の

幅員を強化しています。ただし、同項かっこ書きの規定により、主要な道路であっても小区

間で通行上支障がない道路（(3)の解説２）及び開発区域の面積が 1ヘクタール未満の開発行

為において、その両端が当該開発区域外の道路で予定建築物等の用途に応じ表－２に定める

幅員以上の幅員を有するもの（(3)の解説３）であれば除かれています。 

４ 条例第 26 条第２項の規定（(5)の規定）により開発区域内に道路がないものにおける一戸

建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する道路の幅員を強化しています。 

５ 条例第 26条第３項の規定（(6)の規定）により政令第 25条第２号かっこ書きの規定（小区

間で通行上支障がない場合は、４メートル以上）による小区間で通行上支障がない道路の幅

員を強化しています。 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
１ 予定建築物又は特定工作物の敷地に接する道路の幅員（政令第 25 条第２号） 
【解説】 

１ 予定建築物等の敷地の接する道路は、単体の建築物を想定した場合の道路を規定する建築

基準法とは異なり、集団的な基盤施設としての道路の幅員が定められています（建築基準法第

43 条を上回る接道要件を課している。）。また、この道路は、災害の防止上又は通行の安全上

支障がないような規模及び構造で配置されなければなりませんので、車両の通行上支障がな

い道路の幅員として配置される必要があります。 

なお、予定建築物の敷地の接する道路の幅員が歩車道を分離すべき 8.5ｍ以上となる場合に

は、予定建築物等の敷地の接する道路の幅員は歩道も含め判断することとします。その場合

であっても車両の通行上支障がない道路の幅員として 6ｍ以上は要します。 

２ 人若しくは車等が出入りする道路は、政令第 25 条第２号の規定が適用されますが、単なる

避難用の出口のみが接している等の道路は、政令第 25条第２号に規定する道路には該当しま

せん（(2)の２の解釈基準及び解説並びに(2)の３解釈基準による。）。 

なお、人若しくは車等が出入りしない道路であっても接続道路等との関係により、政令第 25

条第２号の規定が適用されます（(1)の参考図並びに(6)の２のエの参考図１、２、５及び６参

照）。 

３ 条例第 26 条第１項の規定（(3)の規定）により開発区域内に新たに配置する主要な道路の

幅員を強化しています。ただし、同項かっこ書きの規定により、主要な道路であっても小区間

で通行上支障がない道路（(3)の解説２）及び開発区域の面積が 1ヘクタール未満の開発行為

において、その両端が当該開発区域外の道路で予定建築物等の用途に応じ表－２に定める幅

員以上の幅員を有するもの（(3)の解説３）であれば除かれています。 

４ 条例第 26 条第２項の規定（(5)の規定）により開発区域内に道路がないものにおける一戸

建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する道路の幅員を強化しています。 

５ 条例第 26条第３項の規定（(6)の規定）により政令第 25 条第２号かっこ書きの規定（小区

間で通行上支障がない場合は、４メートル以上）による小区間で通行上支障がない道路の幅

員を強化しています。 
６ 予定建築物内に住宅と生活支援施設等を併設したもののうち、当該生活支援施設等が次の
(1)及び(2)の両方を満たす場合は、予定建築物の用途を「一戸建ての住宅以外の住宅」とし
て扱います。 

(1) 横浜市土地利用総合調整会議、横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置
の協力要請に関する要綱及び要領等において、地域ニーズや行政ニーズがあると判断された
もの 

(2) 当該生活支援施設等の床面積の合計が 150㎡未満 
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頁 現行 改訂案 備考 

技-27 ◆２項道路を接続道路とする場合の車両の退避が可能な交差点の奥行について追記   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
車両の退避が可能な
交差点の奥行きにつ
いて、基準の明確化
のため、図に追記を
行います。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
２ 接続道路（法第 33 条第１項第２号、政令第 25 条第４号） 
(3) ２項道路を接続道路とする場合の基準 
エ 「その区間の延長が 60 メートル以内ごと」に関する基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
２ 接続道路（法第 33 条第１項第２号、政令第 25 条第４号） 
(3) ２項道路を接続道路とする場合の基準 
エ 「その区間の延長が 60 メートル以内ごと」に関する基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基準】 
(1)の注１）イに規定する「その区間の延長が 60 メートル以内ごと」について、区間の延長
の考え方は、図－３及び図－４によるものとする。 

【基準】 
(1)の注１）イに規定する「その区間の延長が 60 メートル以内ごと」について、区間の延長
の考え方は、図－３及び図－４によるものとする。 
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頁 現行 改訂案 備考 
技-
36,37 

◆袋路状道路の定義について追記   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
袋路状道路の定義の

明確化のため、１項

及び２項記載を修

正、例図を追加しま

す。 

 

当該開発行為におい

て整備する政令第

25 条第２号によっ

て通り抜けが確保で

きる場合は袋路状道

路として扱わない基

準を追加。 

 
幅員 2.7メートル以
上の車両の通行上支
障がない道路又は道
の接続先について追
加。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
９ 袋路状道路（省令第 24 条第５号） 
(1) 袋路状の定義 

道路の一端のみが、道路法による道路、建築基準法第 42条に規定する道路又は公的機関により
所有、かつ、管理されている道で、幅員 2.7 メートル以上の車両の通行上支障がない道路又は道
に接続している状態をいう。 
なお、開発区域内に新たに配置する袋路状道路の接続道路が、袋路状である場合には、開発区

域内に新たに配置する道路と当該既存の袋路状部分をあわせて袋路状道路という。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注意：例１、例２、例３及び例４は、袋路状道路の例を図示したものであり、転回広場等の規定は
図示されていません。 

【解説】 
１ 「接続道路」に接続する「予定建築物又は特定工作物の敷地に接する道路」の通り抜け先が、

道路法による道路、建築基準法第 42条に規定する道路又は公的機関により所有、かつ、管理され
ている道で、幅員 2.7 メートル以上の車両の通行上支障がない道路又は道であれば、袋路状道路
に該当しません。また、当該道路又は道は、開発許可申請時点で確保されていなければなりませ
ん。 
なお、車両の通行上支障がない道路又は道とは、次のいずれにも該当するものをいいます。 

(1) セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装により車道状に整備され
ている部分 

(2) 横断勾配が２パーセント程度であり、段差や溝等がない部分 
(3) 車両の通行上支障となる構造物等（道路の端部にある電柱等を除く。）がない部分 

 
 
 
 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
９ 袋路状道路（省令第 24 条第５号） 
(1) 袋路状の定義 

道路の一端のみが、道路法による道路、建築基準法第 42条に規定する道路又は公的機関により
所有、かつ、管理されている道で、幅員 2.7 メートル以上の車両の通行上支障がない道路又は道
に接続している状態をいう。 
なお、開発区域内に新たに配置する袋路状道路の接続道路が、袋路状である場合には、開発区

域内に新たに配置する道路と当該既存の袋路状部分をあわせて袋路状道路という。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

注意：例１～５は、袋路状道路の例を図示したものであり、転回広場等の規定は図示されてい

ません。 
【解説】 

１ 「接続道路」に接続する「予定建築物又は特定工作物の敷地に接する道路」の通り抜け先が、
道路法による道路、建築基準法第 42条に規定する道路又は公的機関により所有、かつ、管理さ
れている道で、幅員 2.7 メートル以上の車両の通行上支障がない道路又は道であれば、袋路状
道路に該当しません。また、当該道路又は道は、当該開発行為で配置する政令第 25 条第２号
に規定する道路により、袋路状が解消される場合等を除き開発許可申請時点で確保されていな
ければなりません。 
なお、車両の通行上支障がない道路又は道とは、次のいずれにも該当するものをいいます。 

(1) セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装により車道状に整備さ
れている部分 

(2) 横断勾配が２パーセント程度であり、段差や溝等がない部分 
(3) 車両の通行上支障となる構造物等（道路の端部にある電柱等を除く。）がない部分 
(4) 車道の幅員 6.5 メートル以上（住宅以外の開発行為にあっては、9.0 メートル以上）の車

両の通り抜けが可能な道路（建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号に定める道路に限る。）に接
続していること。なお、車道の幅員については、第４章第１節２(2)及び(2)の１の規定を準用
する。 

  

  

（袋路状道路の例２） 
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以
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新たに配置する道路 
（袋路状道路） 

接
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（袋路状道路の例１） 
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新たに配置する道路（袋路状道路） 

（袋路状道路の例３） 

開発区域 

接続道路 
（表－５の幅員以上） 
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（袋路状道路の例４） 
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（表－５の幅員以上） 

幅
員2

.
7
m
 

以
上 

（袋路状道路の例２） 

幅
員2

.
7
m
 

以
上 

新たに配置する道路 
（袋路状道路） 

接
続
道
路
（
表
―
５
の
幅
員
以
上
） 

  

接
続
道
路
（
表
―
５
の
幅
員
以
上
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（袋路状道路の例１） 
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新たに配置する道路（袋路状道路） 

（袋路状道路の例４） 

開発区域 

接続道路 
（表－５の幅員以上） 

幅
員2

.
7
m
 

以
上 

（袋路状道路の例３） 

開発区域 

接続道路 
（表－５の幅員以上） 
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.
7
m
 

未
満 
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２ 2.7 メートル以上の車両の通行上支障がない道路又は道は、予定建築物等の敷地の接する道路
及び接続道路の目的とは異なり、袋路状道路を配置した場合に設置しなければならない転回広場
の役割にかわるものです。転回広場は、最大の小型四輪自動車（幅 1.7 メートル、長さ 4.7 メー
トル。以下同じ）が２台駐車でき、かつ、これらの自動車の転回が可能なものとしています。ま
た、緊急車の進入が支障なく行われるために、非常の際、道路内に停車中の自動車を一時的に収
納するためのスペースを確保しています。 
なお、2.7 メートル以上の道路又は道が屈曲している場合であっても、最大の小型四輪自動車

が通行できるものであれば、車両の通行上支障がないものとして判断します。 

２ 転回広場は、最大の小型四輪自動車（幅 1.7メートル、長さ 4.7 メートル。以下同じ）が２
台駐車でき、かつ、これらの自動車の転回が可能なものとしています。また、緊急車の進入が
支障なく行われるために、非常の際、道路内に停車中の自動車を一時的に収納するためのス
ペースを確保しています。 
なお、2.7メートル以上の道路又は道が屈曲している場合であっても、最大の小型四輪自動

車が通行できるものであれば、車両の通行上支障がないものとして判断します。 
 

技-49 
 

◆道路の整備基準に係る拡幅部端部の視線誘導標の設置基準について追記  道路の整備基準に係
る拡幅部端部の視線
誘導標の設置基準に
ついて記載を変更し
ます。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
２ 平面線形・底面交差 
(2) 拡幅部端部 
拡幅部の道路端部は、次のとおりとする【図２－３、図２－４】。 
ア 側溝のすり付け角度は 45度以下とすること。 
イ 拡幅が 1.5メートルを超えるごとに視線誘導標を設置すること。 
ウ 道路境界沿いに地先境界ブロックを設置すること。 
エ 地先境界と側溝との間はコンクリート仕上げとすること（コンクリート版 70ミリメートル、ク

ラッ 
シャラン 100ミリメートル）。ただし、乗入れ施設がある場合はこの限りでない。 

 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
２ 平面線形・底面交差 
(2) 拡幅部端部 
拡幅部の道路端部は、次のとおりとする【図２－３、図２－４】。 
ア 側溝のすり付け角度は 45度以下とすること。 
イ 道路管理者の判断により視線誘導標を設置すること。 
ウ 道路境界沿いに地先境界ブロックを設置すること。 
エ 地先境界と側溝との間はコンクリート仕上げとすること（コンクリート版 70ミリメートル、ク

ラッ 
シャラン 100ミリメートル）。ただし、乗入れ施設がある場合はこの限りでない。 

 
技-51 ◆道路の整備基準に係る占用物件（緊急輸送路）についての基準を追記   

道路の整備基準に係
る占用物件（緊急輸
送路）についての基
準を追記します。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
６ 道路の占用物件 

(3) 開発区域内又は開発区域に接している公道並びに開発行為に関する工事を行う公道にある電柱

類の取 

扱いについては、原則として道路占用許可基準によるほか、次のとおりとすること。ただし、道路

構造 

若しくは沿道状況等により道路外への移設が困難である場合又は公道管理者が支障ないと判断し

た場合 

にあっては、道路端部に設置又は存置することができる。 

ア 開発行為により既存の公道を拡幅する場合においては、拡幅する側にある電柱類は、道路外へ

移設す 

ること。 

イ 既存の公道を拡幅しない場合であっても、開発行為により、既設の電柱類が交通の安全上支障

がある 

と公道管理者が判断した場合にあっては、道路外へ移設すること 
 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
６ 道路の占用物件 

(3) 開発区域内又は開発区域に接している公道並びに開発行為に関する工事を行う公道にある電柱

類の取 

扱いについては、原則として道路占用許可基準によるほか、次のとおりとすること。ただし、道路

構造 

若しくは沿道状況等により道路外への移設が困難である場合又は公道管理者が支障ないと判断し

た場合 

にあっては、道路端部に設置又は存置することができる。 

ア 開発行為により既存の公道を拡幅する場合においては、拡幅する側にある電柱類は、道路外へ

移設す 

ること。 

イ 既存の公道を拡幅しない場合であっても、開発行為により、既設の電柱類が交通の安全上支障

がある 

と公道管理者が判断した場合にあっては、道路外へ移設すること 

ウ 緊急輸送路に接する場合は、無電柱化を検討するとともに、電柱を道路外に移設すること。 
 

技-53 ◆道路の整備基準に係る階段について既存階段の基準を追記 道路の整備基準に係
る階段について既存
階段の基準を追記し
ます。 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
９ 階段 
  階段は、法第 33条の技術基準（許可の基準）によるほか、次のとおりを標準とする【図９全
て】。 
 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
９ 階段 
  階段は、法第 33条の技術基準（許可の基準）によるほか、次のとおりを標準とする【図９全
て】。 

  既設の階段への適用は公道管理者との協議による。 
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頁 現行 改訂案 備考 

技-56 ◆道路の整備基準に係る道路排水施設について側溝及び雨水桝蓋の基準を追記  
 
 
 
 
 
道路の整備基準に係
る道路排水施設につ
いて側溝及び雨水桝
蓋の基準を追記しま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
道路の整備基準に係
る道路排水施設につ
いて側溝及び雨水桝
蓋の基準を追記しま
す。 
 
 
 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
10 道路排水施設 
(4) ＬＵ側溝と接続する部分に集水桝を設置する場合は、集水桝の裏に地先境界ブロックを設置する 
こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 横断歩道や自動車乗入れ部には、ますを設置しないこと。やむを得ず、横断歩道部に設置する場 
合には、バリアフリー対応蓋とすること。 
また、既設のますについても、移設を行うこと。 
(6) 縦断勾配が９パーセント以上の場合には、２連ますや横断側溝を設置すること。 
(7) セミフラットタイプの穴あきブロックは、５メートルごとを標準とし雨水桝前には必ず設置する 
こと。 
(8) 路面排水の流末は、公共下水管に接続させること。 
(9) 各戸引込管を開削工法で施工する場合は、側溝をすべて（基礎砕石やエプロンを含む）撤去し復 
旧すること。 
(10) 開発区域に接する既存道路の排水施設が次のいずれかに該当する場合には、原則として、開発区 
域に接する箇所全ての撤去・設置を行うこと。 
ア 切下げや切上げに伴い、境界ブロックの布設替えが生じた場合 
イ 既存の道路境界線と現地に相違する場合 
ウ 工事により損傷した場合 
エ 既設がＵ型側溝の場合 
オ 公道管理者が必要と認めた場合 
 
 
【解説】 
既設がＵ形側溝の場合には、ＬＵ側溝への布設替えが義務付けられます。 
 

第４章 公共の用に供する空地に関する基準 
第１節 道路 
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 
10 道路排水施設 

(4) ＬＵ側溝と接続する部分に集水桝を設置する場合は、集水桝の裏に地先境界ブロックを設置する 

こと。 

 

 

 

 

(5) 既存の U型側溝に LU側溝を接続する際は LU型側溝桝と現場打ちにて施工することを標準とする。 

   

 

 

 

(6) 横断歩道や自動車乗入れ部には、ますを設置しないこと。やむを得ず、横断歩道部に設置する場 

合には、バリアフリー対応蓋とすること。 

また、既設のますについても、移設を行うこと。 

(7) 縦断勾配が９パーセント以上の場合には、２連ますや横断側溝を設置すること。 

(8) セミフラットタイプの穴あきブロックは、５メートルごとを標準とし雨水桝前には必ず設置する 

こと。 

(9) 路面排水の流末は、公共下水管に接続させること。 

(10) 各戸引込管を開削工法で施工する場合は、側溝をすべて（基礎砕石やエプロンを含む）撤去し復 

旧すること。 

(11) 開発区域に接する既存道路の排水施設が次のいずれかに該当する場合には、原則として、開発区 

域に接する箇所全ての撤去・設置を行うこと。 

ア 切下げや切上げに伴い、境界ブロックの布設替えが生じた場合 

イ 既存の道路境界線と現地に相違する場合 

ウ 工事により損傷した場合 

エ 既設がＵ型側溝の場合 

オ コンクリート製雨水桝蓋及び旧型ダクタイル製雨水桝蓋の場合 
カ 公道管理者が必要と認めた場合 
 

【解説】 
既設がＵ形側溝の場合には、ＬＵ側溝への布設替えが義務付けられます。 

 
技-65
～67 

◆公園等の適用除外の要件を追記  公園等の適用除外の
要件を追記  ４ 公園等の適用除外（政令第 25 条第６号ただし書）  

 開発区域の面積が５ヘクタール未満であり、かつ、開発行為の目的が次のいずれかに該当する場合は、
公園等を設置しないことができる。 
(1) 略 
(2) 略 
(3) 開発区域の面積が 0.5 ヘクタール未満であり、かつ、住宅の建築の用に供する目的で行われるもので
ない開発行為の場合 
～(11)まで、非住宅目的の公園適用除外の項目 

４ 公園等の適用除外（政令第 25 条第６号ただし書）  
 開発区域の面積が５ヘクタール未満であり、かつ、開発行為の目的が次のいずれかに該当する場合は、
公園等を設置しないことができる。ただし、次の（３）から（11）については、その敷地が一である場合
に限る。 
(1) 略 
(2) 略 
(3) 開発区域の面積が 0.5 ヘクタール未満であり、かつ、住宅の建築の用に供する目的で行われるもので
ない開発行為の場合 
～(11)まで、非住宅目的の公園適用除外の項目 

現場打ちにて施工 

地先境界ブロック 

ＬＵ側溝 

現場打ちにて施工 

地先境界ブロック 

ＬＵ側溝 
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頁 現行 改訂案 備考 

技-89 ◆遊水地等の設置基準を追記  排水施設の整備基

準に係る遊水地等

の設置基準につい

て追記します。 

 

第５章 排水施設に関する基準 12 遊水池等の設置基準 

(1) 開発区域を含む雨水流出量と接続する下水道・排水路等の排水能力を比較し、接続する下水道・ 

排水路等の排水能力が不足する場合は、開発区域内に遊水池等を設置する。 

 

第５章 排水施設に関する基準 12 遊水池等の設置基準 

(1) 開発区域を含む雨水流出量と接続する下水道・排水路等の排水能力を比較し、接続する下水道・ 

排水路等の排水能力が不足し、放流先周辺で溢水が生じるおそれがある場合は、開発区域内に遊水池等を設置する。 

ただし、接続する下水道・排水路等の改良等により排水能力不足を解消する場合は、この限りではない。 

技-110 ◆申請者の資力及び信用に係る取扱いの記載を追記   

 

 

記載の整理 

１ 申請者の資力及び信用に係る取扱い（法第 33 条第１項第 12 号）（審査基準） 

法第 33 条第１項第 12 号に掲げる「申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。」とは、申

請者が次の全てに該当することをいうものと取り扱う。 

（略） 

(1) 申請者が当該工事に係る資金計画を明確に立てていること。 

※ 資金計画の内容は、資金計画書（省令別記様式第３）により確認する。 

※ 申請者が、開発行為に関する工事について、工事着手から工事完了までの期間の資金計画を立てるものとする。 

 

(2) 申請者が、アの資金計画に必要な資力を有していることが、次に掲げる書類により確認できること。 

ア 金融機関が発行する申請者の預金残高証明書（成立１年未満の法人の場合又は自己資金で申請に係る工事を施行

する場合） 

※ 自己資金で申請に係る工事を施行しない場合であっても、成立１年未満の法人の場合は、提出が必要です。 

イ 金融機関等が発行する申請者への融資証明書であって、次に掲げる事項が明示されたもの（借入金で申請に係る

工事を施行する場合。） 

(ｱ) 申請に係る工事の資金であること 

(ｲ) 申請に係る工事施行区域の所在地及び地番 

(ｳ) 融資時期（申請に係る工事の着手までに融資が開始されるものであること。） 

ウ 融資元の印鑑証明書及び預金残高証明書（借入金で申請に係る工事を施行する場合であって、融資元が金融機関

でないとき。） 

 

エ 申請者が法人の場合にあっては、ウの納税証明書（その１）に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書（決算

報告書）。ただし、成立１年未満の法人の場合にあっては、設立から最新月までの法人税申告のための基礎資料。 

 

 

 

 

(3) 申請者が、所得税又は法人税等を滞納していないこと。 

※ 申請者が個人の場合にあっては所得税について、申請者が法人の場合にあっては法人税について、納税証明書

（その１）により確認する。納税証明書（その１）は、原則として前年度分のものを添付する。 

※ 申請者が個人の場合で、かつ、納税証明書（その１）による確認が困難な場合は、住民税の納税証明書又は源泉

徴収票等の確認に代えるものとする。 

(4) 申請者が、次に掲げるいずれにも該当しないこと 。 

１ 申請者の資力及び信用に係る取扱い（法第 33 条第１項第 12 号）（審査基準） 

法第 33 条第１項第 12 号に掲げる「申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。」とは、申

請者が次の全てに該当することをいうものと取り扱う。 

（略） 

(1) 資力 

ア 申請者が当該工事に係る資金計画を明確に立てていること。 

※ 資金計画の内容は、資金計画書（省令別記様式第３）により確認する。 

※ 申請者が、開発行為に関する工事について、工事着手から工事完了までの期間の資金計画を立てるものとする。 

イ 申請者が、アの資金計画に必要な資力を有していることが、次に掲げる書類により確認できること。 

(ｱ) 金融機関が発行する申請者の預金残高証明書（成立１年未満の法人の場合又は自己資金で申請に係る工事を施

行する場合） 

※ 自己資金で申請に係る工事を施行しない場合であっても、成立１年未満の法人の場合は、提出が必要です。 

(ｲ) 金融機関等が発行する申請者への融資証明書であって、次に掲げる事項が明示されたもの（借入金で申請に係

る工事を施行する場合。） 

ａ 申請に係る工事の資金であること 

ｂ 申請に係る工事施行区域の所在地及び地番 

ｃ 融資時期（申請に係る工事の着手までに融資が開始されるものであること。） 

(ｳ) 融資元の印鑑証明書及び預金残高証明書（借入金で申請に係る工事を施行する場合であって、融資元が金融機

関でないとき。） 

(2) 信用 

ア 申請者が法人の場合にあっては、事業活動の実態を有することが、次に掲げる書類により確認できること。 

 (ｱ) 法人の登記事項証明書 

 (ｲ) 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し、運転免許証の写し、運転経歴証明書（交付年月日が平

成 24年４月１日以降のものに限ります。）の写し、在留証明、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し 

(ｳ) イの納税証明書（その１）に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書（決算報告書） 

※ 成立１年未満の法人の場合にあっては、設立から最新月までの法人税申告のための基礎資料とします。 

イ 申請者が、所得税又は法人税等を滞納していないこと。 

※ 申請者が個人の場合にあっては所得税について、申請者が法人の場合にあっては法人税について、納税証明書

（その１）により確認する。納税証明書（その１）は、原則として前年度分のものを添付する。 

※ 申請者が個人の場合で、かつ、納税証明書（その１）による確認が困難な場合は、住民税の納税証明書又は源泉

徴収票等の確認に代えるものとする。 

ウ 申請者が、次に掲げるいずれにも該当しないこと 。 

技-111

～112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆住民票の写し、個人番号カードの写し等の取扱いを追記   

 

 

 

 

住民票の写し、個

人番号カードの写

し又はこれらに類

するものの取扱い

における例外規定

を追加します。 

 

(2) 住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものの取扱い（市施行細則第５条第５項第５号及び同

項第６号イ） 

 

 住民票の写し（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の内容であるもの。）又は個人番号カー

ドの写しに類するものとは、運転免許証の写し、運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年４月１日以降のものに限

る。）の写し、在留証明、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しをいう。 

 

 ただし、申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できる者については、当該印鑑証明

書を住民票の写し又は個人番号カードの写しに類するものと取り扱う。 

 

 

 

 

 

※ 市施行細則第５条第５項第５号の規定により、住民票の写しは、個人番号が記載されていないものとし、個人番号

カードの写しは、個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）の写しとする。 

 

 

 

(2) 住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものの取扱い（市施行細則第５条第５項第５号及び同

項第６号イ） 

 

 住民票の写し（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の内容であるもの。）又は個人番号カード

の写しに類するものとは、運転免許証の写し、運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年４月１日以降のものに限る。）

の写し、在留証明、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しとし、これにより、申請者（法人の場合は前記(1)の

役員）の氏名、住所及び生年月日を証することができるものとする。 

ただし、工事主が個人の場合、申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できる者につ

いては、当該印鑑証明書を住民票の写し又は個人番号カードの写しに類するものと取り扱う。 

なお、例外として、次の場合には、当該書類を住民票の写し又は個人番号カードの写しに類するものと取り扱うこと

ができる。 

 ・ 法人の印鑑証明書及び登記事項証明書（申請者が法人の場合のみ） 

法人の印鑑証明書と登記事項証明書の「会社法人等番号」が同一であり、かつ、許可申請書の「申請者」欄に記

載された役員が当該法人の印鑑証明書と登記事項証明書のいずれにも明記され、登記事項証明書に当該役員個人の

住所が明記されている場合。 

なお、法人の登記事項証明書は、当該法人の代表者事項証明書で代えることもできる。 

※ 市施行細則第５条第５項第５号の規定により、住民票の写しは、個人番号が記載されていないものとし、個人番号

カードの写しは、個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）の写しとする。 

※ 法人の登記事項証明書等について、代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合には、当該役員個人の住所
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※ 申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できない場合は、住民票の写し、個人番号

カードの写し又はこれらに類するものを添付することとする。 

は表示されません。この場合には、当該役員個人の住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものを

添付することとする。 

※ 申請者が個人の場合で、申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できない場合は、

住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものを添付することとする。 

技-
114 

◆工事の内容に応じて必要となる建設業許可の取扱いを変更   

 

 

 

 

 

 

 

 

補強コンクリー

トブロック造擁

壁は、技術的基

準に基づいた審

査の対象となら

ないため削除し

ます。 

道路工事を行う

場合に必要な建

設業許可の種類

を追加します。 

手続編第１２章１ 
工事の内容 建設業の種類 
鉄筋コンクリート造の擁壁に係る工事 土木工事業 又は とび・土工工事業 
無筋コンクリート造の擁壁に係る工事 
大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁以外
の擁壁に係る工事 
崖面崩壊防止施設に係る工事 
地盤改良工事 
杭工事 
盛土又は切土に係る工事 （のり面に係
る工事を含む。） 
暗渠排水工 
基盤排水層・水平排水層に係る工事 
のり面保護工 
排水施設に係る工事 
間知石練積み造擁壁に係る工事 土木工事業 又は 石工事業 
大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁に係
る工事 
補強コンクリートブロック造の擁壁に
係る工事 
地下車庫の建築工事 土木工事業、 とび・土工工事業 又は

建築工事業 
崖面を覆う建築物（地下車庫を除く。）
の建築工事 

建築工事業 

 
 

手続編第１２章１ 
工事の内容 建設業の種類 
鉄筋コンクリート造の擁壁に係る工事 土木工事業 又は とび・土工工事業 
無筋コンクリート造の擁壁に係る工事 
大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁以外
の擁壁に係る工事 
崖面崩壊防止施設に係る工事 

地盤改良工事 
杭工事 
 
盛土又は切土に係る工事 （のり面に係
る工事を含む。） 

暗渠排水工 
基盤排水層・水平排水層に係る工事 
のり面保護工 
排水施設に係る工事 
間知石練積み造擁壁に係る工事 土木工事業 又は 石工事業 
大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁に係
る工事 
地下車庫の建築工事 土木工事業、 とび・土工工事業 又は

建築工事業 
崖面を覆う建築物（地下車庫を除く。）
の建築工事 

建築工事業 

道路工事 土木工事業又は 舗装工事業 
 

技-
114 

◆工事施行者の工事施行能力の審査における判断の基準を変更 工事施行者の工

事施行能力の審

査における判断

の基準を変更し

ます。 

技術編第 12 章１ (2) 申請に係る工事と同等の規模以上の開発行為又は宅地造成若しくは特定盛土等に
関する工事に 関する工事を施行し、完了させた実績を有すること。 
※ 「申請に係る工事と同等の規模以上の（中略）」実績を有すること。」とは、次のア及びイのいずれも該当
することをいいます。 ア 工事を施工し、完了させた実績を有する開発行為又は宅地造成若しくは特定盛
土等に関する 工事における盛土及び切土をした土地の面積が、申請に係る盛土及び切土をする土地の面
積と 同程度以上であること。ただし、申請に係る開発行為に関する工事が宅地造成又は特定盛土等 に関
する工事に該当しない場合を除く。 イ 工事を施行し、完了させた実績を有する開発行為に関する工事に
関する工事係る開発区域の面積が、申請に係る開発区域の面積と同程度以上であること。 

技術編第 12 章１ (2) 申請に係る工事と同等の規模以上の開発行為又は宅地造成若しくは特定盛土等に
関する工事に 関する工事を施行し、完了させた実績を有すること。 
※ 「申請に係る工事と同等の規模以上の（中略）」実績を有すること。」とは、工事を施行し、完了させた実
績を有する工事の区域面積が、申請に係る開発区域の面積と同程度以上であることをいう。  
 

技-
115 

◆工事施行者の建設業の許可を証するものとして求める書類を変更   

 

手続の効率化の

ため、工事施行

者の工事施行能

力の審査におけ

る必要書面を変

更します。 

２ 工事施行者の工事施行能力に係る申請書の添付書類の取扱い（市施行細則第５条第５項第３号及び 
同項第４号）（審査基準） 

(1) 建設業の許可を証する次に掲げる書類 

ア 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明（確認）書の原本 

※ 前項第１号 のとおり、原則として「土木工事業」の許可に係るものを添付する。 

イ 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムにおいて申請に係る工事施行者について

建設業者の詳細情報を印刷したもの 

※ 上記アの建設業許可証明（確認）書の原本を提出している場合は、提出は不要です。 

※ 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムのWEB アドレス 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ 
 

２ 工事施行者の工事施行能力に係る申請書の添付書類の取扱い（市施行細則第５条第５項第３号及び 
同項第４号）（審査基準） 

(1) 建設業の許可を証する次に掲げる書類 

・ 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムにおいて申請に係る工事施行者について

建設業者の詳細情報を印刷したもの 

※ 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの WEB アドレス 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ 

※ 原則として「土木工事業」の許可を受けている必要があります。 
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頁 現行  改定案  備  考 

立-29

～31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立-42

～44 

 

◆市街化調整区域における社会福祉施設等の用途変更手続の緩和について（横浜市開発審査会提案基準第 20 号、第 27 号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日の更新 

 

 

 

 

包括承認要件の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案基準第 20号 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院の建築行為等の特例措置 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に

供する用途への変更を行う場合（敷地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当す

るものであること。（注２・３参照） 

１～12 （略） 

（施行期日） 

13 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

注 

１～８ （略）  

別表 （略）  

【提案基準第 20号に関する包括承認要件（第 164号議案その 21）】  

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院の用途の変更については、提案基準第 20号に

定める要件を具備すると認められる場合で、次の各項に該当するものについては許可することができる

ものとする。 

 

１ 適法に建築された本提案基準第１項の建築物において、別表に掲げる事業・サービスを付加する

もの又は既に行われている別表に掲げる事業・サービスを廃止するもの 

２ 開発行為及び建築行為（新築、増築、建て替え）を伴わないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】  

１～６（略） 

提案基準第 20号 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院の建築行為等の特例措置 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に

供する用途への変更を行う場合（敷地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当す

るものであること。（注２・３参照） 

１～12 （略） 

（施行期日） 

13 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

注 

１～８ （略）   

別表 （略） 

【提案基準第 20号に関する包括承認要件（第 164号議案その 21）】  

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院の用途の変更（診療所、病院からの変更も含

む。）については、提案基準第 20 号に定める要件を具備すると認められ、かつ、開発行為及び建築行為

（新築、増築、建て替え）を伴わない場合で、次の各項のいずれかに該当するものについては許可する

ことができるものとする。ただし、用途変更部分※1 の床面積の合計が既存施設全体※2 の延床面積の

10％以下、かつ、100 ㎡以下の場合は、主たる用途や機能に影響を及ぼさないため、用途変更と取り扱

わない。 

※１ 共用部分を除く。 

※２ 直近の図面（都市計画法の許可又は建築確認申請の図面）により判断する。 

 １ 適法に建築された本提案基準第１項の建築物において、別表に掲げる事業・サービスを付加する

もの又は既に行われている別表に掲げる事業・サービスを廃止するもの 

 ２ 適法に建築された下表に掲げる施設 A～B間の用途変更（一部変更含む） 

施設 A 施設 B 

診療所※、病院※、介護老人保健施設 介護医療院 

※介護医療院から診療所、病院への用途変更は不可 

【解説】  

１～６（略）  

提案基準第 27号 

社会福祉施設、学校等の開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置 

社会福祉施設、学校等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に供する用途への変更を行う場合（敷

地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。（注２・３参照） 

１～13 （略） 

（施行期日） 

14 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

注 

１～９ （略） 

提案基準第 27号 

社会福祉施設、学校等の開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置 

社会福祉施設、学校等の新築、増築、建て替え又はこれらの用に供する用途への変更を行う場合（敷

地増を伴うものを含む。）において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。（注２・３参照） 

１～13 （略） 

（施行期日） 

14 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

注 

１～９ （略） 
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頁 現行  改定案  備  考 

別表―１ 

第一種社会福祉事業 

児童福祉法 乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・

児童心理治療施設・児童自立支援施設 

老人福祉法 養護老人ホ－ム・軽費老人ホ－ム 

障害者総合支援法 障害者支援施設 

第二種社会福祉事業 

児童福祉法 障害児通所支援事業・児童自立生活援助事業・放課後児童健

全育成事業・子育て短期支援事業・保育所・児童家庭支援セ

ンター 

障害者総合支援法 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 

（就労定着支援事業を併設したものを含む） 

療養介護・地域活動支援センター 

老人福祉法 看護小規模多機能型居宅介護事業 

（訪問看護事業を併設したものを含む） 

小規模多機能型居宅介護事業 

身体障害者福祉法 介助犬訓練事業・聴導犬訓練事業・盲導犬訓練施設 

 

別表―２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】  

１～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表―１  

第一種社会福祉事業 

児童福祉法 乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・

児童心理治療施設・児童自立支援施設 

老人福祉法 養護老人ホ－ム・軽費老人ホ－ム 

障害者総合支援法 障害者支援施設 

第二種社会福祉事業 

児童福祉法 障害児通所支援事業・児童自立生活援助事業・放課後児童健

全育成事業・子育て短期支援事業・保育所・児童家庭支援セ

ンター 

障害者総合支援法 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 

（就労定着支援事業若しくは就労選択支援事業を併設した

ものを含む） 

療養介護・地域活動支援センター 

老人福祉法 看護小規模多機能型居宅介護事業 

（訪問看護事業を併設したものを含む） 

小規模多機能型居宅介護事業 

身体障害者福祉法 介助犬訓練事業・聴導犬訓練事業・盲導犬訓練施設 

別表―２ （略） 

【提案基準第 27号に関する包括承認要件（第 164号議案その 23）】 

社会福祉施設、学校等の用途の変更については、提案基準第 27 号に定める要件を具備すると認めら

れ、かつ、開発行為及び建築行為（新築、増築、建て替え）を伴わない場合で、下表に掲げる施設 A～B

間の用途変更（併設施設の付加又は廃止を含む。）に該当するものについては許可することができるもの

とする。ただし、用途変更部分※1 の床面積の合計が既存施設全体※2 の延床面積の 10％以下、かつ、

100㎡以下の場合は、主たる用途や機能に影響を及ぼさないため、用途変更と取り扱わない。 

※１ 共用部分を除く。 

※２ 直近の図面（都市計画法の許可又は建築確認申請の図面）により判断する。 

施設 A 施設 B 

幼稚園、保育所 認定こども園 

施設 A 併設施設 B 

学校（大学を除く）、保育所、認定こども園 障害児通所支援事業 

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援 

就労定着支援事業、就労選択支援事業 

【解説】  

１～５（略） 

6 適法に建築された下表の施設Ａにおいて、開発行為及び建築行為（新築、増築、建て替え）を伴わ

ずに行われる下表の併設施設Ｂについては、主たる用途に類似した事業であることから、施設自体

の用途変更に該当しないと判断します。 

施設Ａ 併設施設Ｂ 

幼稚園、保育所、認定こども園 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

生活介護、障害児通所支援事業 日中一時支援事業 
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頁 現行  改定案  備  考 

立 -45

～46 

◆法律名の更新及び条ずれの修正（提案基準第 28 号）  

 

法律名の時点更新 

 

 

条ずれの修正 

 

 

 

 

施行期日の更新 

提案基準第 28号 

幹線道路の沿道における特定流通業務施設の建築行為等の特例措置 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（以下「物流総合効率化法」という。）に基づく特定流通

業務施設を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものであること。 

（適用対象） 

１ 申請に係る建築物は、物流総合効率化法第４条第１項の認定を受ける者が実施しようとする総合効率化

計画において設置する特定流通業務施設であり、次のいずれかに該当するものであること。 

 (1)、(2)  （略） 

２～10 （略） 

（施行期日） 

11 この基準は、令和７年４月１日より施行する。 

注  

１ （略） 
【解説】 （略） 

提案基準第 28号 

幹線道路の沿道における特定流通業務施設の建築行為等の特例措置 

物資の流通の効率化に関する法律（以下「物流効率化法」という。）に基づく特定流通業務施設を建築する

場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものであること。 

（適用対象） 

１ 申請に係る建築物は、物流効率化法第６条第１項の認定を受ける者が実施しようとする総合効率化計画

において設置する特定流通業務施設であり、次のいずれかに該当するものであること。 

(1)、(2)  （略） 

２～10 （略） 

（施行期日） 

11 この基準は、令和８年４月１日より施行する。 

注  

１ （略） 
【解説】 （略） 

立-56

～57 

◆市街化調整区域における医療施設に関する立地基準への山林に関する基準の追加について（横浜市開発審査会提案基準第 33 号）  

 

 

 

 

 

医療局所管の指針

改正に伴う、緑化

に関する基準改正 

 

 

 

 

 

施行期日の更新 

 

 

提案基準第 33号 

医療施設の建築行為等の特例措置 

医療施設の新築（市内で開設する既存施設の移転に伴うものに限る。）又は敷地増を伴う増築若しくは建て

替えを行う場合において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。（注２・３参照） 

１～４ （略） 

（緑地の確保） 

５ 申請区域の面積の 20 パーセント以上の緑地を確保し、横浜市建築物緑化認定証の交付又は緑の環境をつ

くり育てる条例（昭和 48 年横浜市条例第 47 号）第８条に基づく緑地の保存等に関する協定を締結するこ

と。（注６参照） 

 

 

 

 

 

６～11 （略） 

（施行期日） 

12 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

注 

１～８ （略） 

【解説】  
１～４ （略） 

提案基準第 33号 

医療施設の建築行為等の特例措置 

医療施設の新築（市内で開設する既存施設の移転に伴うものに限る。）又は敷地増を伴う増築若しくは建て

替えを行う場合において、申請の内容が次の各項に該当するものであること。（注２・３参照） 

１～４ （略） 

（緑地の確保） 

５ 申請区域には、次の各号の面積を合算した面積以上を緑地として確保し、横浜市建築物緑化認定証の交付

又は緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48年横浜市条例第 47号）第８条に基づく緑地の保存等に関する協

定を締結すること。（注６参照） 

(1) 申請区域のうち、不動産登記法（平成 16年法律第 123号）第２条第９号に規定する登記簿における土

地の地目、かつ、地方税法（昭和 25 年法律第 226号）第 341 条第９号に規定する固定資産課税台帳

における現況地目が「山林」（以下「山林」という。）である土地の 30 パーセントの面積 

(2) 申請区域のうち、山林以外の土地の 20 パーセントの面積 

６～11 （略） 

（施行期日） 

12 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

注 

１～８ （略） 
【解説】  
１～４ （略） 

資－

29 

◆工事施行者の工事施行能力に関する申告書（第３号様式の３）の記載項目の修正  

記載項目の修正 
（以下、第３号様式の３ 第２面の抜粋） 

盛切土面積 
（区域面積） 

㎡ 
（       ㎡） 

 

（以下、第３号様式の３ 第２面の抜粋） 
（区域面積） 

㎡ 
 

 

 


